
さいたま市監査委員告示第７５号 

 地方自治法第１９９条第１４項の規定により、令和４年５月６日付けさいたま市監

査委員告示６３号で公表した定期監査及び行政監査の結果に基づき、さいたま市長か

ら措置を講じた旨の報告があったので、別添のとおり告示する。 

  令和４年１０月１２日 

さいたま市監査委員  大 内 美 幸 

同                  工 藤 道 弘 

同                江 原 大 輔 

同                  渋 谷 佳 孝 



指摘事項等措置報告書 

建設局  

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

１ 収入事務 

 道路占用料に係る債権管理にお

いて、適正に行われていない事例

が見受けられた。強制徴収公債権

である道路占用料は、道路法にお

いて、納期限までに占用料の納付

がない場合は、督促状によって納

付すべき期限を指定して督促しな

ければならないこと、また、国税滞

納処分の例により占用料及び延滞

金を徴収することができる旨が規

定されている。 

また、さいたま市債権管理条例に

おいては、履行期限までに履行しな

い者があるときは、法令等の定める

ところにより、これを督促しなけれ

ばならないと規定され、さいたま市

債権管理条例施行規則において、督

促は、履行期限後３０日以内に行う

と規定されている他、さいたま市道

路占用料徴収条例において、督促し

たときは、延滞金を徴収することが

規定されている。 

しかしながら、納期限までに占用

料の納付がなかった者に対し、３０

日以内に督促状を送付しておらず、

延滞金の徴収も行われていなかっ

たものである。 

これまでの定期監査においても

再三にわたり指摘や意見をしてき

たところであり、法令等に定められ

た債権管理について、関係課所と連

携し、適正な事務処理を行うべきで

ある。 

【北部建設事務所土木管理課】

【南部建設事務所土木管理課】

１ 収入事務 

 債権管理簿の作成及び督促状の

送付について、令和４年度申請分

より行うよう改めました。延滞金

についても、徴収の必要が生じた

場合は、関係法令に則り適正な事

務処理を行ってまいります。 

【北部建設事務所土木管理課】

【南部建設事務所土木管理課】



 行政財産の目的外使用許可（電

柱等）に係る行政財産使用料にお

いて、使用前に使用料を納付させ

ていなかったので、さいたま市行

政財産の使用料に関する条例第３

条に基づき、適正な事務処理を行

うべきである。 

【北部建設事務所道路建設課】

 公有財産の貸付（東宮下調節池

用地）に係る財産貸付収入におい

て、第２０款財産収入で収入すべ

きところ、第１７款使用料及び手

数料で収入していたので、適正な

事務処理を行うべきである。 

【北部建設事務所河川整備課】

 現金取扱事務において、借用し

ているつり銭資金以上の現金が保

管されていたので、適正な事務処

理を行うべきである。 

【南部建設事務所土木管理課】

２ 支出事務 

 資金前渡（電話料金）において、

令和２年度分の精算額に誤りがあ

ったので、地方自治法施行令第１

４３条第１項第３号に基づき、適

正な事務処理を行うべきである。 

【下水道維持管理課】

 会計年度任用職員の旅費におい

て、通勤経費に係る費用弁償の支

給額に誤りがあったので、さいた

ま市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例第９条第３

項に基づき、適正な事務処理を行

 令和４年度使用分から、使用前

に使用料を納付させるよう改めま

した。今後適正な事務処理を行っ

てまいります。 

  【北部建設事務所道路建設課】

 振替命令書により収入科目更正

を行いました。今後は、さいたま市

会計規則に則り適正な事務処理を

行ってまいります。 

【北部建設事務所河川整備課】

 指摘のありました現金等につき

ましては、当課窓口での拾得物で

あり、市長への報告の後、警察に届

出いたしました。今後は、窓口での

拾得物について、速やかに施設管

理者及び警察署へ届出いたしま

す。 

【南部建設事務所土木管理課】

２ 支出事務 

 指摘事項について、所属職員に

周知し、基本に立ち返って、事務処

理を行うよう指導しました。今後

は、独自のチェックシートを作成

し、複数の職員による確認を徹底

します。地方自治法施行令第１４

３条第１項第３号に基づき、適正

な事務処理を行ってまいります。 

【下水道維持管理課】

 ア 会計年度任用職員の通勤手

当について、本来負担すべき

金額との差額を支給いたしま

した。 

  【北部建設事務所土木管理課】



うべきである。 

ア 警察協議調整員 

【北部建設事務所土木管理課】

イ 事務補助等 

【南部建設事務所土木管理課】

 会計年度任用職員（事務補助）の

職員手当等において、期末手当の

支給額を誤っていたので、さいた

ま市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例施行規則第

１８条第６項第２号に基づき、適

正な事務処理を行うべきである。 

【北部建設事務所土木管理課】

 資金前渡（電気料金等）におい

て、出納閉鎖までに令和２年度の

精算を行っていなかったので、さ

いたま市会計規則第７９条の２に

基づき、適正な事務処理を行うべ

きである。 

【北部建設事務所道路維持課】

３ 契約事務 

ポケットパーク外道路施設管理業

務委託契約において、支出負担行為

伺書（契約伺）に係る決裁を局長決裁

とすべきところを課長決裁としてい

たので、さいたま市事務専決規程第

３条に基づき、適正な事務処理を行

うべきである。 

【南部建設事務所道路維持課】

４ 行政事務（行政監査） 

 内部統制体制の整備と運用につ

  イ 支給額の誤りにつきまして

は、令和３年４月以降の片道

料金変更を考慮せず算定して

いたことが原因でありまし

た。指摘後、支給済であった令

和３年４月分から１２月分の

費用弁償について再計算し、

差額を令和４年１月分の旅費

と併せて支給いたしました。 

【南部建設事務所土木管理課】

 会計年度任用職員の職員手当に

ついて、本来負担すべき金額との

差額を支給いたしました。 

【北部建設事務所土木管理課】

 資金前渡（電気料金等）の精算に

ついては、令和３年度予算で精算

処理を行いました。 

支出事務について、今後誤りのな

いよう課内で事務手続きの再確認

を行いました。また、同様事案が発

生しないよう、資金前渡ファイリン

グフォルダに事務手順の貼り付け

を行いました。 

【北部建設事務所道路維持課】

３ 契約事務 

今後は、さいたま市事務専決規程

第３条に基づき、適正な事務処理を

行ってまいります。 

【南部建設事務所道路維持課】

４ 行政事務（行政監査） 

 源泉徴収所得税については、該



いて（意見） 

今回の監査において、各所属にお

ける内部統制に対する意識や取組

状況について確認を行った結果、各

所属とも内部統制に対する意識に

ついては、一定程度あることが確認

できた。 

内部統制体制の整備と運用につ

いては、地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律が令和２

年４月１日に施行されたことに伴

う会計年度任用職員制度に係る事

務について重点的に監査を行った。

監査の結果、改正前の臨時職員任

用に係る事務と同様、有給休暇付与

日数の誤りや源泉徴収税額の誤り

が見受けられた。マニュアル等の確

認不足が原因であると考えられる

ため、各所属においては、現行の事

務処理を再度確認し、実効性のある

内部統制の取組を進められたい。 

【道路環境課】

【北部建設事務所道路維持課】

 適正な債権管理について（意見）

市営住宅使用料及び住宅駐車場

使用料に係る延滞金については、さ

いたま市市営住宅条例において、入

居者は、指定された期限までに納付

すべき金額を納付しないときは、延

滞金額を加算して納付しなければ

ならないこと、また、入居者が指定

納期限までに家賃を納付しなかっ

たことについてやむを得ない事由

があると認められる場合において

は、延滞金額を減免することができ

ることが規定されているものの、一

部、適正に行われていなかった。 

費用対効果を検証し業務システ

ムを改修するなど、適正な債権管理

に資する取組を検討すべきである。

【住宅政策課】

当者へ誤りを説明し、年末調整に

より還付精算が済んでおります。 

  また、当該職員は、既に退職して

おりますが、有給休暇の付与方法

について今後誤りのないよう係内

ミーティングにて周知を行い、事

務処理の際は、必ず担当係の複数

職員によるチェック体制を徹底

し、制度所管課との協力体制を強

化するとともに、実効性のある内

部統制の取組を進めていきます。 

【道路環境課】

【北部建設事務所道路維持課】

 令和４年度から延滞金の支払い

状況を管理簿で管理し、徴収に向

けて事務手続きを進めておりま

す。 

今後は、条例の規定に基づき適正

な事務処理を行ってまいります。 

【住宅政策課】


